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岩
谷
議
員

　

今
年
の
国
勢
調
査
で
約
１
，
０

０
０
人
の
人
口
減
が
見
込
ま
れ
、

地
方
交
付
税
も
1
億
円
以
上
減
額

さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。
こ
う
し

た
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
、
新

年
度
予
算
を
ど
の
よ
う
な
方
針
で

編
成
す
る
の
か
、
ま
た
町
長
独
自

の
新
規
事
業
を
盛
り
込
む
考
え
は
。

　

副
町
長

　

ま
ず
、
本
年
10
月
1
日
基
準
の

国
勢
調
査
人
口
は
前
回
よ
り
大
幅

な
減
少
が
見
込
ま
れ
、
地
方
交
付

税
、
普
通
交
付
税
の
減
少
要
因
と

な
る
。

　

歳
入
は
、
地
方
交
付
税
や
国
県

支
出
金
、
町
債
と
い
っ
た
依
存
財

源
が
８
割
以
上
を
占
め
、
依
然
と

し
て
国
の
動
向
に
左
右
さ
れ
や
す

い
構
造
に
あ
る
。
固
定
資
産
税
な

ど
の
増
収
は
あ
る
も
の
の
、
自
主

財
源
の
脆
弱
さ
は
変
わ
ら
な
い
。

　

歳
出
は
、
豪
雨
災
害
対
応
の
負

担
は
落
ち
着
い
て
き
た
が
、
賃
金

上
昇
や
物
価
高
騰
に
よ
り
施
設
維

持
管
理
費
の
負
担
が
増
し
て
い
る
。

ま
た
、
道
路
移
管
、
広
域
施
設
整

備
、
老
朽
・
遊
休
施
設
の
解
体
、

公
債
費
の
増
加
な
ど
、
中
長
期
の

懸
案
事
項
も
多
く
、
将
来
を
見
据

問答

え
た
財
政
運
営
が
求
め
ら
れ
る
。

　

新
規
事
業
に
つ
い
て
は
、
来
年

３
月
開
始
予
定
の
入
学
祝
い
金
支

給
を
令
和
８
年
度
当
初
予
算
に
も

計
上
す
る
。
そ
の
他
の
新
規
事
業

は
、
現
在
取
り
ま
と
め
中
の
た
め
、

現
時
点
で
は
公
表
で
き
な
い
。
町

と
し
て
は
、
財
政
健
全
化
を
基
盤

に
、
経
常
収
支
比
率
の
改
善
や
基

金
に
過
度
に
頼
ら
な
い
体
制
を
目

指
す
が
、
短
期
的
に
は
基
金
の
活

用
も
必
要
と
認
識
し
て
い
る
。
そ

の
う
え
で
、
令
和
８
年
度
当
初
予

算
に
必
要
な
施
策
を
盛
り
込
む
考

え
で
あ
る
。

『
令
和
12
年
の
着
手
を
目
指
し

県
に
働
き
か
け
る
』

　

岩
谷
議
員

　

岩
坂
地
区
は
県
道
１
９
１
号
線

に
生
活
を
依
存
し
、
過
去
に
大
火

も
経
験
し
て
お
り
、
近
年
の
自
然

災
害
を
踏
ま
え
る
と
代
替
路
線
整

備
は
急
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

こ
で
、
次
の
３
点
を
伺
う
。

①
大
間
越
の
林
道
の
完
成
時
期
は
。

②
完
成
後
す
ぐ
石
動
線
延
伸
に
着

手
す
る
の
か
。

③
第
3
次
総
合
計
画
に
記
載
の
事

業
費
が
予
算
計
上
さ
れ
て
い
な

い
理
由
と
今
後
の
進
め
方
は
。

　

副
町
長

①
現
状
の
進
捗
か
ら
令
和
11
年
度

末
の
完
成
予
定
。

②
林
道
石
動
線
の
着
手
時
期
は
、

県
代
行
事
業
。
一
町
一
事
業
の

制
約
や
県
の
予
算
状
況
に
よ
る

も
の
の
、
黒
崎
大
間
越
線
の
完

成
後
、
最
短
で
令
和
12
年
度
か

ら
の
着
手
を
目
指
し
て
県
に
働

林
道
石
動
線
延
伸

林
道
石
動
線
延
伸
の

　
　
　
　

早
期
着
手
を

問答

問
答

町長独自の
　新規事業の考えは

令和８年度予算

入学祝金支給、
　その他現在取りまとめ中

岩
い わ や

谷　　司
つかさ

議員
質問者の動画が
視聴できます。

わが町のここが聞きたい
つぶやきつぶやき

町民等く恩恵が
受けられる施策を
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き
か
け
て
い
く
。

③
掲
載
さ
れ
て
い
る
林
道
石
動
線

改
良
事
業
は
、
令
和
７
年
度
当

初
予
算
の
災
害
復
旧
費
に
計
上

し
て
い
る
。
終
点
付
近
の
盛
土

崩
落
対
策
工
事
で
あ
り
、
令
和

７
年
６
月
17
日
か
ら
11
月
28
日

ま
で
の
工
期
で
実
施
し
、
す
で

に
完
成
し
て
い
る
。

 『
要
請
に
応
じ
対
応
す
る
』

　

岩
谷
議
員

　

昨
シ
ー
ズ
ン
は
記
録
的
な
大
雪

と
な
り
、
住
民
対
応
や
オ
ペ
レ
ー

除
排
雪
体
制
の
取
組

委
託
業
者
一
覧
の

　
　
　
　
　

提
示
を

問

タ
ー
不
足
な
ど
多
く
の
課
題
を
抱

え
て
い
た
。
今
年
の
除
排
雪
を
前

に
、
業
者
選
定
も
例
年
以
上
に
困

難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

次
の
点
を
伺
う
。

①
議
会
に
対
し
、
除
排
雪
シ
ー
ズ

ン
前
に
地
域
別
の
委
託
業
者
一

覧
を
提
示
で
き
な
い
か
。

②
今
シ
ー
ズ
ン
の
委
託
業
者
は
、

町
税
（
法
人
税
含
む
）
に
滞
納

が
な
い
業
者
で
統
一
さ
れ
て
い

る
か
。

③
排
雪
場
所
と
し
て
民
有
地
を
借

り
受
け
て
い
る
箇
所
が
町
内
に

い
く
つ
あ
る
か
。

④
民
有
地
を
排
雪
場
所
と
し
て
提

供
し
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
、

他
市
町
の
よ
う
な
固
定
資
産
税

減
免
な
ど
の
優
遇
措
置
を
本
町

で
実
施
し
て
い
る
か
、
ま
た
実

施
し
て
い
な
い
場
合
は
導
入
す

る
考
え
は
。

　

副
町
長

①
委
託
業
者
一
覧
に
つ
い
て
は
、

要
請
に
応
じ
て
対
応
す
る
。
ま

た
、
11
月
28
日
発
行
の
広
報
お

知
ら
せ
版
に
も
掲
載
し
て
い
る
。

②
除
雪
業
者
の
法
人
税
・
町
税
滞

納
に
つ
い
て
は
、
滞
納
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
委
託

答

契
約
を
締
結
し
て
い
る
。

③
雪
置
き
場
は
、
町
で
把
握
し
て

い
る
も
の
が
27
か
所
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
減
免
措
置
は
、

青
森
市
や
弘
前
市
で
は
実
施
し

て
い
る
が
、
当
町
で
は
講
じ
て

い
な
い
。
積
雪
量
が
比
較
的
少

な
い
こ
と
や
、
土
地
所
有
者
の

善
意
に
よ
っ
て
協
力
を
得
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
理
由
。
雪
解
け

後
は
原
状
回
復
を
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
土
地
所
有
者
と
の

ト
ラ
ブ
ル
は
生
じ
て
い
な
い
。

『
契
約
に
よ
り
生
涯
学
習
以
外
の

用
途
は
整
備
で
き
な
い
』

　

岩
谷
議
員

　

前
町
長
時
代
に
（
仮
称
）
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
へ
の
コ
イ
ン
ラ
ン

ド
リ
ー
併
設
を
提
言
し
た
際
に
は
、

「
活
用
方
針
が
確
定
し
て
い
な
い
」

と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

同
施
設
は
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま

で
幅
広
い
世
代
の
利
用
が
想
定
さ

れ
、
家
族
の
時
間
作
り
や
災
害
時

の
活
用
も
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、

改
め
て
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
の
併

設
を
提
言
す
る
が
、
町
長
の
考
え

は
。

　

副
町
長

　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
は
、
深
浦

校
舎
利
活
用
の
整
備
基
本
方
針
に

基
づ
き
、
公
民
館
・
文
学
館
・
資

料
館
を
集
約
し
、
生
涯
学
習
・
読

書
活
動
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
拠
点
、

ま
た
子
ど
も
が
集
え
る
場
と
し
て

整
備
を
進
め
て
い
る
。
現
在
は
実

施
設
計
を
委
託
し
、
設
計
図
書
の

（
仮
称
）
深
浦
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
の

併
設
を

問答

わが町のここが聞きたい

作
成
と
事
業
費
の
積
算
を
行
っ
て

い
る
。
深
浦
校
舎
の
土
地
・
建
物

は
、
令
和
５
年
２
月
に
県
と
の
協

議
の
う
え
、
町
が
「
生
涯
学
習
の

拠
点
施
設
」
と
し
て
10
年
間
活
用

す
る
こ
と
を
条
件
に
無
償
譲
渡
さ

れ
た
。
ま
た
、
譲
与
契
約
書
第
６

条
で
用
途
指
定
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
や
飲
食

施
設
の
併
設
と
い
っ
た
生
涯
学
習

以
外
の
用
途
は
整
備
で
き
な
い
こ

と
を
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

※イメージです。


